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新技術・サービスの基盤整備

公的保険外の市場

国際（新興国）市場
＝国際医療協力＝

国内潜在需要 国外の需要

新規参入・投資促進

市
場
拡
大
の
期
待
感

好循環の形成

Ⅰ 新技術の創出（研究開発,実用化）
日本の官民の力の再編成による目標への挑戦
（１）政府部門における研究開発の推進と重点化

革新的な医療技術の実用化を加速するため、
医療分野の研究開発の司令塔機能（「日本版
NIH」）を創設し、研究開発の推進と重点化に向
けた取組みを着実に実行

（２）民間部門における研究開発の推進

Ⅱ 新サービスの創出（健康寿命
伸長産業の創出）

（１）EBMに基づく予防技術・サービス手
法の開発

（２）技術や手法を核とする具体的サービ
スの創出

（３）サービス事業を取り込んだ新しいヘ
ルスケア社会システムの確立

Ⅳ 国際医療協力の推進
（１）国際医療協力の枠組みの構築に
より、国外医療圏の獲得

（２）一般社団法人ＭＥＪを中核組織と
する医療事業の国際展開の推進

（３）顧みられない熱帯病等 医薬品の
官民連携による開発・供給支援

（４）ＯＤＡなどの活用

（１）健康長寿社会の実現
社会保障と財政の持続可能性を確保する中で、健康長寿社会を実現し、活力ある社会を構築

する。

（２）経済成長への寄与
医療関連産業を活性化し、我が国経済の成長に寄与する。

（３）世界への貢献
課題解決先進国として、超高齢化社会を乗り越えるモデルを世界に拡げる。

Ⅲ 新技術・サービスの基盤整備
（１）人的資源の活用、人材育成 （３）試行用プラットフォーム確保
（２）規制・ルール （４）ICT・デジタル技術

１．基本的理念

３．具体的なアプローチ

公的保険内の市場

（１）政策の重点化
（２）効果的・効率的な政策手段の採用
（３）PDCAの徹底
（４）民間の活力（規制改革等）
（５）実行力

２．戦略実施にあたっての視点

新技術の創出

健康・医療戦略の概要
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医療分野の研究開発の司令塔機能の創設（「日本版ＮＩＨ」の骨子）医療分野の研究開発の司令塔機能の創設（「日本版ＮＩＨ」の骨子）

次の取組により、医療分野の研究開発の司令塔機能（「日本版ＮＩＨ」）を創設

（参考）米国のＮＩＨ（National Institutes of Health：国立衛生研究所)

○米国健康福祉省に属する連邦政府機関で医療分野の一大研究拠点。

○コレラ等の感染症の研究のために、1887年に、ニューヨークの船員病院に作られた１部屋の研究室にそのルーツがあり、現在では、世界
トップレベルの研究所の一つとして、先進的な医療や革新的医薬品等の開発で重要な役割を果たしている。

○現所長は、ゲノム研究者のフランシス・コリンズ(Francis Collins)博士。

司令塔の本部として、内閣に、総理・担当大臣・関係閣僚からなる推進本部を設置

○医療分野の研究開発に関する総合戦略を策定し、重点化すべき研究分野とその目標を決定する。

○同戦略の実施のために必要な、各省に計上されている医療分野の研究開発関連予算を一元化し（調整費など）、戦略的・重点的な予算配
分を行う。

一元的な研究管理の実務を担う中核組織を創設

○総合戦略に基づき、個別の研究テーマの選定、研究の進捗管理、事後評価など、国として戦略的に行うべき実用化のための研究を基礎段階
から一気通貫で管理し、実務レベルの中核機能を果たす独立行政法人を設置する。

※独立行政法人の設置は、スクラップアンドビルド原則に基づき行うこととし、公的部門の肥大化は行わない。

研究を臨床につなげるため、国際水準の質の高い臨床研究・治験が確実に実施される仕組みを構築

○臨床研究中核病院及び早期・探索的臨床試験拠点において、企業の要求水準を満たすような国際水準の質の高い臨床研究・治験が確実に
実施されるよう、所要の措置を講ずる。

○臨床研究・治験の実施状況（対象疾患、実施内容、進捗状況等）を適切に把握するため、知的財産の保護等に十分に留意しつつ、こうし
た状況を網羅的に俯瞰できるデータベースを構築する。

○民間資金も積極的に活用し、臨床研究・治験機能を高める。
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予防市場創出に向けたプロセス

・国が保有するNDBデータの保険者への供与
（国がデータを地域別、年齢別等に分析し、予防用データとして保険者
へ提供。）

・国保データベース（KDB）システム、健保連データ
ベースの利活用

（特定健診や医療・介護データ等を連携させ、保険者による医療費分析
や健康課題の把握、きめ細かな保健事業の実施を可能とする。）

・新たな事業が規制との関係で実施可能かを確
認する仕組み作り（認定制度）

・医療機関との連携や個人情報保護に関するガ
イドライン策定等

・品質確保のための第三者評価の仕組み構築
⇒次世代ヘルスケア産業協議会（仮称）の設置

・国民の健康状態、予防効果・医療費削
減効果の見える化

・保険者のデータに基づく疾病予防の取
組が促進保

険
者

予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
者

・健保のデータ分析サービス、医療機関
と連携した運動指導サービス等、予防
サービス事業者の参入が促進

・「次世代ヘルスケア産業協議会（仮
称）」への参加企業の増加、第三者評価
機関として、品質確保の取組み

・企業健保、国保にデータ分析に基づく保健事業計
画の策定、計画に基づく事業実施、評価を要請

（健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針、国民健康保険
法に基づく保健事業の実施等に関する指針の改正）

・重症化予防事業への支援、好事例の横展開

国民の健康状態を把握

ICT

国民の健康状態を把握
するための環境整備

（ICT利活用）

データ分析による
保健事業の促進

事業参入と品質担保の
仕組み作り

保険者が効果的な
民間サービスを選

択・購入

事業者が入手
した健康関連
データをフィー
ドバック

予防インセンティブの
拡大

事業者の参入促進
と品質確保

【取組内容】 【取組の効果】

③
医
療
費
の
抑
制

②
予
防
市
場
の
創
出
・拡
大

①
健
康
寿
命
の
伸
長
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審査支払機関

病院

健康・医療分野における主なＩＣＴの利活用策のイメージ ＝ 医療等情報の流れ

レセプト・特定健診等の情報ＤＢ

外食・配食
サービス

移動支援
サービス

保険者

国民

分析シス
テム

患 者

顧 客

医療機関等

保険者のデータ分析

能力の抜本的向上

分析結果に基づき、サービス事
業者から被保険者へのサービス
提供（Ⅰ～Ⅲ）

レセプト情報

地域に応じたICT医療連携
（電子カルテの共有等)

受診

利用

＝赤線は健康・医療戦略により創
出、もしくは充実される機能

医療機関と民間事業者との連携による新
しい疾病予防等のサービス

Ⅰ保健事業
Ⅲサービス
提供Ⅱ契約

医療情報

適正化指導
被保険者

・医療情報連携
・運用ルール等の整備
⇒重複受診･検査の是正
⇒利便性向上

特定健診情報

データの活用による医療の質の
向上と研究基盤の強化

患者の利便性・安全性の向上

データの活用による質の高い健
康寿命伸長サービス等の実現

ICTの利活用による医療費の適正
化

チェックの適正化
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・データベースの充実
・医療費適正化等に向けたデータ活用
・民間企業を含めたデータ提供の円滑化

医薬品の副作用

データシステム
による副作用の
早期発見等

診療所

介護施設・
事業所

運動指導
サービス

身体機能回復
支援サービス

・ ・ ・

医療情報ＤＢ



一般社団法人MEJを中核組織とする医療事業の国際展開への取組み

２．役 割 －官民一体となった医療の国際展開の一元的事務局機能－

３．具体的業務イメージ

医療機関

企業（医療機
器メーカー等）

MEJ

ア
ウ
ト
バ
ウ
ン
ド

支
援
事
業

・調査／広報活動

・人材の育成支援

・海外の人的ネットワーク構築（日本
への留学生のネットワーク化を含む）

・国際遠隔医療システム等構築

・外国人患者の国内医療機関への受
け入れ支援

・調査・情報の蓄積

・現地パートナーとの交渉

・海外での医療事業の組成・運営
日本医療センター
（相手国の病院内）

診断センター等

日本式診療所

日本式医療機関（病院等）

日本式医療の海外の拠点

イ
ン
バ
ウ
ン
ド

支
援
事
業

基
盤
事
業

新興国における保険
制度等の構築・運営
支援 等 5

○医療機関と医療機器メーカー等の連携による医療技術・サービスの海外事業展開
○海外展開の基盤となる人的交流（医学留学生のネットワーク化）や外国人患者の受入支援、
相手国の実状調査、日本の医療技術等の広報活動 等

医療技術・サービスの国際展開に必要な官民一体となった一元的事務局機能の提供

１．設 立 平成25年4月23日 MEJ（Medical Excellence JAPAN）設立


